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編  集  後  記ちょっと一言

　民生委員制度が大正6年から数えて昨年創設100
周年となりました。津市では大正13年10名の方面委
員を委嘱したのが始まりです。更に津市の福祉制度
の歴史をさかのぼれば、その始まりは、藤堂高虎から
数えて津藩第十代の藩主となり、済世の業を行って
津藩第一の明主と呼ばれた藤堂高兌（たかさわ）の
業績があげられます。
　高兌は領民生活を気づかい、一人でもその所を得ない者があると、自分の責任であるといってその救
済に尽力しました。領内において貧困で自活できない者は、漏らさず救済するようにつとめ、疫病が流行
れば郡村に医師を派遣し診療させました。特に一志山中地方は医師も少なく、医師を常置し治療に従
事させました。
　さらに文化１０年（１８１３）に孤独の老人の救済令を制定し、７０歳以上の独身者１５歳以下の孤児
を救助し、文化１３年（１８１６）には多子御救の令を出してその子が１５歳に達するまで食米を給し、成
長後分家をするための家作料や農具料をも給し、貧農が生活難のため堕胎の罪や子を他に出したり、
僧籍にいれたりして、農民人口が減少し農業が衰微するのを防ぎました。
　このように高兌は領民生活の安否を気づかい至れり尽くせりの救済事業を行い、貧困、疫病、孤独老
人、多子救済から相互扶助救済制度を創設、農業経営、結婚奨励補助に至るまで現代でも及びもつか
ぬ社会保障を実施していたのです。
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　三重県では平成30年2月20日より「ヘルプカード」を希望される方に計１万枚配布しています。
　配布場所は県各福祉事務所、保健所、県障害者支援センター、各市町福祉課窓口等です。
　平成24年に東京都でヘルプカードが最初に配布され、全国へ普及しつつあります。平成30年2月5日現在、
京都府・和歌山県・奈良県・滋賀県・大阪府・岐阜県など近県を含む18都府県が導入しています。
　申請書などの書類の提出は不要です。配布対象者は外見ではわからない障害をお持ちの方や、義足や人
工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など援助や配慮
を必要としていることが外見からは分からない方々です。支援が必要なのに「自
分からなかなか伝えられない」人や、「困っていることそのものを自覚していない」
人もいます。特に災害時には、困りごとの増えることが想定されています。一方、周
囲の人からは「困っていることそのものに気が付かない場合や、気にはなってい
るがどうするべきか」躊躇をするという声があります。ヘルプカードは、両者をつな
ぐきっかけを作る事が出来ます。

　「訪問の時どんな話をしますか」と聞かれませんか。私は訪問先の
庭の花、木、菜園などを話題にすることが多いです。　「きれいで
すね」「すごいなぁ、コツを教えて下さい」など…素直にほめます。
　又、その時の顔色や様子をうかがいながら声をかけます。テレ
ビ、新聞、雑誌などで気になった記事を切り抜きし、話題にしたり
もします。
　民生委員・児童委員として研修会などで勉強した事を、必要時
にきちんと対応できればよいと思っています。
　普段は日常的な身の周りのこと、趣味のことを話題にし、なんで
も気軽に話せる関係作りを心掛けています。今では訪問を心待
ちにされたり、話をして、胸がス―としたといわれたり、とてもうれ
しく「民生委員をやってよかった！」です。
　民生委員活動のなかで、訪問活動は1番の基本だと考えて活動し
ています。新任の方も、2年目に入り、いろんな思いをされているの
ではないでしょうか。3年目、4年目・・・と続く程やりがい、喜びと大
変さを感じると思います。ぜひその思いを肌で感じ、共に長く民生
委員を続けていきたいと思います。

　昨年、制度創設１００周年という大き
な節目を迎え、今後の活動の重点を示
す「１００周年活動強化方策」を、向こう
１０年間で、実現させていくことが課題
となりました。
　名張地区くにつつじ民児協の、児
童委員と主任児童委員との連携によ
る「子育て支援」を紹介させて戴きま
したが、　地域性の違いもありますの
で、他地区の好事例を全て取り入れ
ることではありませんが、参考になる
ことは大いに活用していくことも大切
かと思われます。
　５頁では、三重県民児協の平成３
０年度事業計画を掲載致しましたが、
「基本方針」「重点事業」をベースに、
単位民児協の活動に反映させていく
ことが出発点と感じました。

・児童委員の活動について（児童委員制度創設７０周年）・・・・・・・・・・・・・・・ １
・中堅研修会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
・相談に関する研修会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
・「100周年活動強化方策」に基づく民児協活動の推進　機関紙　viewの紹介・・・・・・ ４
・平成30年度事業計画予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
・単位民児協活動紹介　北勢三泗ブロック　桜地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
・障がい者福祉について・ちょっと一言・編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
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＊電車・バスの中で、席をお譲りください。
＊駅や商業施設等で、声掛けなどの配慮をお願いします。
＊災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。
＊階段や危険な道路等で声掛け等の配慮をお願いします。

ヘルプマーク ヘルプカード

ヘルプカードを身に着けた方を見かけたらヘルプカードを身に着けた方を見かけたら
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